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①
特
別
児
童
扶
養
手
当

【
対
象
】＝
身
体
ま
た
は
精
神
に
重
度
ま
た

は
中
度
障
害
の
あ
る
児
童（
20
歳
未
満
）を

養
育
し
て
い
る
方

＊�

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
支
給
額
】＝
月
額

▼
１
級（
重
度
）＝
５
万
５
５
０
円

▼�

２
級（
中
度
）＝
３
万
３
千
６
７
０
円

＊�

障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
ま
た
は
施
設（
母
子
入
所

を
除
く
）に
入
所
し
て
い
る
方
は
対
象

外
で
す
。

 

②
障
害
児
福
祉
手
当

【
対
象
】＝
20
歳
未
満
で
重
度
の
障
害
の
状

態
に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で
常
時
の
介

護
を
必
要
と
す
る
方

【
支
給
額
】＝
月
額
１
万
４
千
３
３
０
円

＊�

障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
ま
た
は
施
設
に
入
所
し
て

い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

 

③
特
別
障
害
者
手
当

【
対
象
】＝
20
歳
以
上
で
著
し
く
重
度
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で
常

時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方

【
支
給
額
】＝
月
額
２
万
６
千
３
４
０
円

＊�

施
設
に
入
所
中
の
方
ま
た
は
３
カ
月
以

上
継
続
し
て
病
院（
老
人
保
健
施
設
）な

ど
に
入
院
し
て
い
る
方
ま
た
は
老
人
介

護
手
当
受
給
者
は
対
象
外
で
す
。

 

身
障
者
用
駐
車
場
利
用
証

（
パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト
制
度
）

　　

身
障
者
用
駐
車
場
を
適
正
に
ご
利
用
い

た
だ
く
た
め
、
障
害
の
あ
る
方
な
ど
歩
行

が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
方
に
対
し
て
、「
身

障
者
用
駐
車
場
利
用
証
」が
交
付
さ
れ
ま

す
。

　

利
用
証
は
、
北
薩
地
域
振
興
局（
川
薩

保
健
所
内
）お
よ
び
ハ
ー
ト
ピ
ア
か
ご
し

ま
で
交
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。
申
請
方

法
、
交
付
対
象
者
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（

http://w
w
w
.pref.

kagoshim
a.jp/

）�
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

＊�

利
用
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
こ
の

制
度
を
ご
理
解
の
上
、
身
障
者
用
駐
車

場
表
示
板
の
あ
る
駐
車
場
に
駐
車
し
な

い
な
ど
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
申
請
・
問
合
先
】＝
北
薩
地
域
振
興
局
地

域
保
健
福
祉
課（
川
薩
保
健
所
）

（
23
）３
１
６
５

 

重
度
心
身
障
害
者　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

�

医
療
費
助
成
制
度

　

重
度
の
身
体
障
害
者
お
よ
び
知
的
障
害

者
の
方
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
制
度
で

す
。

　

医
療
保
険
適
用
の
自
己
負
担
金
に
つ
い

て
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
後
に
申
請
し
て

い
た
だ
く
と
、指
定
の
口
座
へ
助
成
金（
附

加
給
付
、
高
額
医
療
な
ど
を
除
く
）が
振

り
込
ま
れ
ま
す
。

　

対
象
者
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
制
度
を

利
用
し
て
い
な
い
方
、
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方
は
、
障
害
・
社
会
福
祉
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
所
持
者

▼�

療
育
手
帳
A1
・
A2
所
持
者（
Ｉ
Ｑ
35
以

下
を
含
む
）

▼�

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
に
該
当
し
、
か

つ
Ｉ
Ｑ
50
以
下
と
判
定
さ
れ
た
方

＊�

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
や
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
よ
り
も
優
先

さ
れ
ま
す
。

 

福
祉
タ
ク
シ
ー
等
利
用
券

【
対
象
】＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼�

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
所
持
者（
普

通
自
動
車
運
転
免
許
所
持
者
を
含
む
）

▼�

療
育
手
帳
A1
・
A2
所
持
者

▼�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
所
持

者
▼�

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
い
ず
れ
か
を

所
持
す
る
18
歳
未
満
の
方
で
、
同
一
世

帯
に
普
通
自
動
車
運
転
免
許
所
持
者
が

い
な
い
方

【
助
成
額
】＝
１
万
円（
５
０
０
円
×
２
０

枚
）

＊�

本
市
と
契
約
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
会
社
、

福
祉
有
償
運
送
車
両
お
よ
び
甑
島
定
期

航
路
船
の
み
有
効
で
す
。

＊
施
設
入
所
者
は
対
象
外
で
す
。

【
申
請
方
法
】＝
障
害
者
手
帳
な
ど
と
印
鑑

を
持
参
の
上
、
障
害
・
社
会
福
祉
課
ま
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

 

有
料
道
路
の
割
引

　

高
速
料
金
を
支
払
う
際
に
、
手
帳
の
証

明
箇
所
を
提
示
す
る
と
通
常
料
金
が
半
額

と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
割
引
を
受
け
る
た
め
に
は
事

前
登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

＊
障
害
者
１
人
に
つ
き
１
台
の
み

【
対
象
】＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼�

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
が
運
転
す
る

場
合

▼�

第
一
種
の
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
が

乗
車
し
、
そ
の
移
動
の
た
め
介
護
者
が

運
転
す
る
場
合

▼�

療
育
手
帳
A1
・
A2
所
持
者
が
乗
車
し
、

そ
の
移
動
の
た
め
介
護
者
が
運
転
す
る

場
合

【
対
象
自
動
車
の
範
囲
】＝
事
業
用
な
ど
を

除
く
自
動
車（
障
害
者
本
人
ま
た
は
三
親

等
以
内
の
名
義
の
車
）

【
申
請
方
法
】＝
左
表
の
必
要
書
類
を
持
っ

て
、
障
害
・
社
会
福
祉
課
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。
割
引
対
象
で
あ
る
旨
の
押
印
お

よ
び
自
動
車
登
録
番
号
・
有
効
期
限
の
記

載
手
続
き
を
し
ま
す
。

＊
有
効
期
限
が
あ
り
ま
す
。

＊�

継
続
申
請
や
車
両
変
更
の
際
も
左
表
の

も
の
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

障害者への
各種助成制度

▲身障者用駐車場
　利用証

▲身障者用駐車場表示板
　（車内表示用）

項　　　目 必　要　書　類　な　ど

ＥＴＣを利用しない場合

■�身体障害者手帳または療育手帳

■�自動車検査証または軽自動車届出済証

■�運転免許証（障害のある方自ら運転され

る場合）

ＥＴＣを利用する場合

■�身体障害者手帳または療育手帳

■�自動車検査証または軽自動車届出済証

■�運転免許証（障害のある方自ら運転され

る場合）

■�ＥＴＣカード（障害者本人名義のもの）

■�ＥＴＣ管理番号が確認できるもの（ＥＴ

Ｃ車載器セットアップ申込書・証明書な

ど）

【申請・問合先】＝本庁障害・社会福祉課障害福祉Ｇ　（23）5111（内線2181・2183）

【申請に必要なもの】

ご 存 じ で す か ？

各
種
手
当
所
得
状
況
届
を
　

　
　
　 

提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

現
在
、
①
、
②
、
③
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
は
、
本
年
８
月
か
ら
平
成
24
年
７
月

ま
で
の
受
給
資
格
確
認
の
た
め
、
８
月
上

旬
発
送
予
定
の｢

所
得
状
況
届｣

の
提
出
が

必
要
で
す
。
未
提
出
の
場
合
、
８
月
以
降

の
手
当
が
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】＝
８
月
11
日（
木
）か
ら
９
月

９
日（
金
）

＊
土
・
日
曜
日
を
除
く




